
資料２１              
 

保 育 所 一 覧 
 
 

施 設 名                  所 在 地                  電 話            定 員 

市 立 豊 岡 保 育 所                           扇町屋１－７－１７ ２９６２－４４９３    １５０

市 立 黒 須 保 育 所                           宮前町８－１８ ２９６２－７３０１     ９０

市 立 高 倉 保 育 所                           高倉５－１－１１ ２９６２－６１６０     ９０

市 立 東 金 子 保 育 所                           新久４８７－２ ２９６２－７８８１     ９０

市 立 金 子 第 一 保 育 所                           南峯７５ ２９３６－０２３７    １２０

市 立 金 子 第 二 保 育 所                           花ノ木１４２ ２９３６－１６５５     ８４

市 立 藤 沢 保 育 所                           東藤沢８－１２－２７ ２９６２－４０４４    １２０

市 立 藤 沢 第 二 保 育 所                           下藤沢２７６－１ ２９６２－３６８０    １２０

市 立 宮 寺 保 育 所                           宮寺５９５－１ ２９３４－２０５８    １２０

市 立 二 本 木 保 育 所                           二本木２３１－１ ２９３４－１７０１     ６０

市 立 西 武 中 央 保 育 所                           野田５１９ ２９３２－２９０５     ９０

豊 岡 保 育 園                           宮前町２－２ ２９６２－３４４８    １２０

い る ま 保 育 園                           東町４－１－２４ ２９６２－８２５３    １２０

あ け ぼ の 保 育 園                           東町１－８－５ ２９６２－２４２８    １２０

  

し ら さ ぎ 保 育 園                           春日町２－１２－１ ２９６３－１５６４     ９０

ゆ り か ご 保 育 園                           宮寺３２３９－２ ２９３４－２９６７    １２０

こ ど も の く に 保 育 園                           下藤沢１３０５－１ ２９６３－０３４１     ６０

茶 々 保 育 園                          小谷田６４ ２９６４－５５５９    １２０

お お ぎ 保 育 園                          扇台４－５－１９ ２９６３－７７０７    １２０

お お ぎ 第 二 保 育 園                          豊岡１－８－２４ ２９６３－０００７     ６０

あ け ぼ の 保 育 園 分 園  小谷田６５３－１ ２９６６－６７３０     ２９

わ か ば の 森 保 育 園  上藤沢６８７－２ ２９６５－３００３     ２０

杏 ほ い く え ん  仏子１１１３－１ ２９３１－２０００     ９０

木 の 実 保 育 園  河原町１５－１１ １０３ ２９６６－２１５５     ３５

む さ し っ こ 保 育 園  下藤沢４９４－１ ２９９８－２７６０     ６０

 

合              計  ２，２９８
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資料２２              
 

学 童 保 育 室 一 覧 
 
 

施 設 名                  所 在 地                  電 話            定 員 

豊 岡 学 童 保 育 室                           向陽台１－１－１４ ２９６２－７８７１ ７０

藤 沢 学 童 保 育 室                           上藤沢３８４－３ ２９６４－１３０６ ４０

西 武 学 童 保 育 室                           野田４９８ ２９３２－２７０１ ７０

東 金 子 学 童 保 育 室                           小谷田１４６５ ２９６４－０５１４ ７０

東 町 学 童 保 育 室                           向陽台１－２００９－３ ２９６３－８５１５ ５５

高 倉 学 童 保 育 室                           高倉４－６－１７ ２９６３－１８０６ ７０

黒 須 学 童 保 育 室                           春日町２－１４－５９ ２９６４－９９２５ ７０

扇 学 童 保 育 室                           久保稲荷５－７－１４ ２９６４－７８９９ ７０

金 子 学 童 保 育 室                           西三ツ木１５０ ２９３６－３２７１ ５０

狭 山 学 童 保 育 室                           二本木７１－１ ２９３４－４９８６ ７０

藤 沢 南 学 童 保 育 室                           上藤沢３７－２ ２９６５－３７４９ ４０

藤 沢 東 学 童 保 育 室                           東藤沢７－９－１ ２９６３－４１１２ ７０

仏 子 学 童 保 育 室                           仏子４３３－１ ２９３２－８８７７ ７０

藤 沢 北 学 童 保 育 室 東町７－１０－２０ ２９６４－３７１８ ７０

宮 寺 学 童 保 育 室 宮寺５９４－１ ２９３４－４１１８ ３５

新 久 学 童 保 育 室 新久５００ ２９３６－５１２８ ６０

 

合              計      ９８０
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 № 所　属 登録番号  № 所　属 登録番号

1 防災防犯課  所沢５９に９５－９１ 12 水道経営課  所沢５０１の４５－３２

2 管財課  所沢４４ふ７７－３２ 13 水道公務課  所沢４０ま６７－０８

3 市民生活課  所沢４４ふ７５－３２ 14 水道工務課  所沢４８０う４０－７８

4 水道施設課  所沢４０み６８－７７ 15 水道施設課  所沢４０の２９－３３

5 水道施設課  所沢８００す２０－６５ 16 水道工務課  所沢４４ふ７７－３４

6 水道施設課  所沢４０む７９－８１

7 水道施設課  所沢１００さ６６－８６

8 水道施設課  所沢４８０あ４３－９０

9 水道工務課  所沢４０ぬ８６－６１

10 水道工務課  所沢４８０あ４３－８９

11 水道工務課  所沢４８０あ４３－８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年２月１日現在

広　　　報　　　車　　　一　　　覧　　

資料２３
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資料２４    

 

被 害 報 告 判 定 基 準                                   
 

  区 分                          基 準                   

  人 的 被 害              １ 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死

  体を確認することはできないが、死亡したことが確実なもの。 

 ２ 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡

  の疑いのあるもの。 

 ３ 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受

ける必要のある者のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みのものとす

る。 

４ 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受

ける必要のある者のうち１ヶ月未満で完治できる見込みのものとする。

  住 家 被 害              １ 「住家」とは、現実に住家のため使用している建物をいい、社会通念

  上の住家であるかどうかを問わない。 

 ２ 「棟」とは、一つの独立した建物とする。 

 ３ 「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位とする。 

４ 「全壊（全焼、流失）」とは、住家がその居住のための基本的機能を

喪失したもの、すなわち、住家部分が倒壊、流失、埋没したもの、又は

住家の損壊（ここで言う「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、

傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復

元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修に

より元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊

若しくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床７０％以上に達した

程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要

素」とは、住家のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として

固定された設備を含む。）の経済的被害を住家全体に締まる損害割合で

表し、その住家の損害割合５０％以上に達した程度のものとする。 

５ 「半壊（半焼）」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失し

たもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使

用できる程度のもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ床面積の

２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害

を住家全体に占める割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５

０％未満のものとする。 

６ 「一部損壊・破損」とは、全壊（全焼・流失）、半壊（半焼）にいた

らない程度の住家の破損で補修を必要とする程度のものとする。ただ

し、ガラスが数枚破損した程度のごく小さいものは除く。 

 ７ 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊に

  は該当しないが、土砂、竹木の堆積により一時的に住居することができ

  ない状態となったもの。 

 ８ 「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したもの。 

  

   非 住 家 被 害             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １ 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中、他の被害箇所項目に
  属さないもの。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住

  宅とする。 

 ２ 「公共建物」とは、市庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の

  用に供する建物とする。 

 ３ その他とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 ４ 「非住家被害」とは、非住家に対する全壊、半壊程度の被害を受けた

  もの。 
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  区 分                          基 準                   

 

  田 畑 被 害              １ 「流出・埋没」とは、田畑の耕土が流失し、又は、砂利等のたい積の

ため耕作が不能になったもの。 

 ２ 「冠水」とは、稲等の先端が水に見えなくなる程度に水につかったも

  ので、耕地、作地に被害を受けたもの。 
 

     

  道 路 被 害 

 

 

 １ 道路決壊とは、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定す

 る道路のうち橋りょうを除いたもので、一部が破損し、車両の通行が不能

 となるような被害とする。 

 ２ 道路冠水とは、道路法第２条第１項規定する道路のうち橋りょうを除い

たもので、一部が冠水し、車両の通行規制が行われる程度の被害とする。

１ 「公共文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

 ２ 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業公庫補助の暫

  定措置に関する法律（昭和２５年法律１６９号）による補助対象となる

  施設をいい、具体的には農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び

  共同利用施設とする。 

 ３ 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭

  和２６年法律９７号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的

  には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港

  とする。 

 ４ 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共

  土木施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施

  設等の公用又は公共の用に供する施設をいう。 

 ５ 「農業被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビ

  ニールハウス、農作物の被害をいう。 

 ６ 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立

  木、苗木等の被害をいう。 

 ７ 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家

  畜、畜舎等の被害をいう。 

 ８ 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばの

  り、魚貝、漁船等の被害をいう。 

９ 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商生

産機械器具等とする。 

 

  

 被 害 金 額             

  災 害 対 策             

  本 部 等             

 １ 市町村対策本部欄は、各市町村において本部設置に当たり、とった配

  備体制の名称を記入する。 

 ２ 災害対策本部設置市町村名、災害救助法適用市町村名欄は、各支部で

  記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

   備 考              １ 「災害の発生場所」とは、被害を生じた市町村名又は地域名とする。
 ２ 「災害の発生日時」とは、被害を生じた日時又は期間とする。 

 ３ 「災害の種類、概況」とは、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、

  津波等の種別、災害の経過、今後の見通し等とする。 

 ４ 「消防機関の活動状況」とは、消防、水防、救急、救助、避難誘導等

  の活動状況とする。 

 ５ 「その他」とは、その他特記事項。なお、市町村長が避難勧告・指示

  を行った場合には、その概況とする。 
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資料２５     

土 の う 保 管 状 況                                   一  覧 

 

                                 平成２１年２月１日現在 

 

保 管 場 所            所 在 地                  管 理          数 量 備 蓄 目 標           

１ 防 災 セ ン タ ー                 入間市向陽台1-1-9 防 災 防 犯 課    ２５０     ２５０

２ 扇町屋資材置場   〃 扇町屋5-17-1 道路管理課・道路整備課    １５０     ３００

３ 消 防 本 部                〃 大字小谷田581 消 防 署                ７５０     ７００

４ 藤 沢 分 署                〃 大字下藤沢858-1 藤 沢 分 署                ９５０     ５００

５ ５分団１部車庫   〃 大字上藤沢876-1 消防団 ５－１     ５０      ５０

６ ５分団２部車庫   〃 大字下藤沢1097-7 消防団 ５－２    ４５０     ５００

７ ５分団３部車庫   〃 東藤沢3-114-11 消防団 ５－３     ５０      ５０

８ 藤久北西   〃 大字下藤沢631-1
 

   ９００     ５００

９ 日生団地   〃 東藤沢2-3-25 
 

   ２００     ２００

10 西 武 分 署                〃 大字野田2182 西 武 分 署                ６５０     ５００

11 ７分団１部車庫   〃 大字仏子755-4 消防団 ７－１    １００     １００

12 ７分団２部車庫   〃 大字野田562-1 消防団 ７－２    １００     １００

13 ７分団３部車庫    〃 大字野田475-9 消防団 ７－３    １００     １００

14 宮寺清掃センター   〃 宮寺2656 消 防 署                ２５０     ２５０

15 入 間 市 役 所   〃 豊岡1-16-1 防 災 防 犯 課    ８００   １，０００

 

合           計  ５，７５０   ５，１００
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